


 

 

さいたま市規則第８号 

   さいたま市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市情報公開条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１８号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （開示の実施等） 

第８条 ［略］ 

２～６ ［略］ 

７ 前２項に定めるもののほか、第５項第１号及び

前項第３号イに掲げる行政情報の写しの交付は、

電子交付等（電子メールを送信する方法又はファ

クシミリ装置を用いて送信する方法をいう。以下

同じ。）により行うことができる。 

 

 （開示の実施等） 

第８条 ［略］ 

２～６ ［略］ 

７ 前２項に定めるもののほか、第５項第１号及び

前項第３号イに掲げる行政情報の写しの交付は、

次に掲げる要件に該当する場合は、電子交付等（

電子メールを送信する方法又はファクシミリ装置

を用いて送信する方法をいう。以下同じ。）によ

り行うことができる。 

 ⑴ １件の行政情報開示決定につき、写しの交付

枚数が１０枚以下であること。 

 ⑵ 用紙の大きさが日本産業規格Ａ列４番である

こと。 

 

様式第１２号（第１０条関係） 様式第１２号（第１０条関係） 

行政情報開示審査諮問通知書 行政情報開示審査諮問通知書 

 ［略］  ［略］ 

             （審査庁名）            （処分庁又は審査庁名）  □印  

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

［略］ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


